
１月31日㈮納付期限 国民健康保険料第８期、後期高齢者医療保険料第７期、下水道事業受益者負担金第２期

南部市民センター内サービスコーナーをご利用ください

取扱
内容

◦�平日…住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、
戸籍附票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑の登録と廃
止、年金現況届の証明、住居表示証明書、身分に関する証
明、不在住証明書、課税（所得）証明書　ほか
◦�土・日曜日、祝日…住民票の写し、印鑑登録証明書、住民
票記載事項証明書、年金現況届の証明、住居表示証明書　
ほか
※月曜日が祝日の場合は休館

問合先 南部市民センター　☎０７２(８８５)１１４１

市役所の日曜相談窓口（１月）
相談内容 とき 持ち物・業務内容・問合先など

マイナンバー
26日㈰
午前10時～
正午

業�務内容　通知カード・個人番号カードの
交付、マイナンバーに関する相談
相談・問合先
　市民課　☎０６(６９０２)５９８３

国民年金

26日㈰
午前10時～
午後３時

持ち物　年金手帳、印鑑など
※�離職した人、代理人の申請時は別途必要
書類あり
相談・問合先
　市民課　☎０６(６９０２)６００５

市税納付
※証明書の発行などは不可
相談・問合先
　納税課　☎０６(６９０２)５９３５

国民健康保険
料・後期高齢
者医療保険料
納付　　　　

※�南部市民センターでも受付可。ただし、
納付書・保険証の発行は不可のため後日
郵送
相談・問合先
　保険収納課　☎０６(６９０２)５９３９

介護保険料
納付

相談・問合先
　くすのき広域連合門真市所（高齢福祉課内）
　☎０６(６７８０)５２００

２
年
度
（
元
年
中
所
得
）

市
・
府
民
税
の
申
告

と
き　

２
月
17
日
㈪
～
３
月
16
日
㈪

午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～

５
時

※
２
月
23
日
㈰
午
前
10
時
～
正
午
、

午
後
１
時
～
３
時
は
開
設

と
こ
ろ　

第
３
会
議
室
（
市
役
所
別

館
３
階
）

対
象　

２
年
１
月
１
日
現
在
、
市
在

住
の
人
は
申
告
が
必
要
で
す
。
た

だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す

人
は
申
告
が
不
要
で
す
。

◦
元
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
、
ま

た
は
合
計
所
得
金
額
が
35
万
円
×

（
同
一
生
計
配
偶
者
＋
扶
養
親
族

＋
１
）
＋
21
万
円
の
人

※
同
一
生
計
配
偶
者
や
扶
養
親
族
が

い
な
い
場
合
は
35
万
円

◦
税
務
署
で
確
定
申
告
を
す
る
人

◦
勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
給
与
支
払

報
告
書
ま
た
は
公
的
年
金
な
ど
の

支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
人

※
所
得
が
な
い
場
合
で
も
国
民
健
康

保
険
料
の
算
定
や
各
種
手
当
の
申

請
に
所
得
証
明
や
非
課
税
証
明
が

必
要
な
人
は
申
告
が
必
要

申
告
に
必
要
な
物

　

本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
や
通
知
カ
ー
ド
、
運
転
免

許
証
な
ど
）
、
印
鑑

※
郵
送
の
場
合
は
写
し
を
同
封

申
告
方
法　

郵
送
ま
た
は
直
接

※
市
役
所
で
の
確
定
申
告
の
受
付
は

作
成
済
み
の
申
告
書
の
み

◆
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
出
張
申
告
会

場
を
開
設

と
き　

２
月
６
日
㈭
・
７
日
㈮

　

午
前
９
時
30
分
～
正
午
、
午
後
１

時
～
４
時

申
告
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
９
８

給
与
支
払
報
告
書
な
ど
の

提
出
は
１
月
31
日
㈮
ま
で
に

　

給
与
な
ど
の
支
払
者
は
「
給
与
支

払
報
告
書
」
を
２
年
１
月
１
日
現
在

の
従
業
員
の
住
所
地
と
な
る
市
町
村

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
で
電
子
的
提
出
の
一

元
化
が
可
。
詳
し
く
は
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ

Ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

市
・
府
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

対
象　

22
年
１
月
１
日
以
降
に
入
居

し
た
人
で
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能

額
が
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な

い
人

控
除
額　

次
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

◦
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額
の
う
ち
、

所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
い
額

◦
所
得
税
の
課
税
総
所
得
金
額
な
ど

の
５
％

※
26
年
４
月
以
降
の
入
居
で
一
定
の

条
件
を
満
た
す
場
合
は
７
％

控
除
限
度
額　

９
万
７
５
０
０
円

※
26
年
４
月
以
降
の
入
居
で
一
定
条

件
を
満
た
す
場
合
は
13
万
６
５
０

０
円

申
告
方
法

◦
年
末
調
整
す
る
給
与
所
得
者
…
初

回
は
税
務
署
で
確
定
申
告
。
２
年

目
以
降
は
年
末
調
整
時
に
勤
務
先

で
申
告

※
給
与
所
得
者
で
も
初
年
度
は
確
定

申
告
が
必
要

◦
年
末
調
整
を
し
な
い
人
…
税
務
署

で
確
定
申
告

申
告
・
問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
９
８

門
真
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

◆
確
定
申
告
の
作
成
・
相
談
窓
口

開
設
期
間　

２
月
17
日
㈪
～
３
月
16

日
㈪
午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
相
談
受
付
は
午
後
４
時
ま
で

◆
ス
マ
ホ
か
ら
電
子
申
告
が
で
き
ま

す

　

税
務
署
で
発
行
し
た
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス

ワ
ー
ド
で
、
パ
ソ
コ
ン
の
ほ
か
、
ス

マ
ホ
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
確
定
申
告
書

を
作
成
し
送
信
で
き
ま
す
。

　

Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
は
自
宅
近
隣

の
税
務
署
で
本
人
確
認
の
う
え
発
行

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
合
先　

門
真
税
務
署

　

☎
０
６（
６
９
０
９
）０
１
８
１

償
却
資
産
の
申
告
は

１
月
31
日
㈮
ま
で

　

市
内
に
固
定
資
産
税
対
象
の
償
却

公
的
年
金
な
ど
の

源
泉
徴
収
票
を
送
付

　

老
齢
を
支
給
事
由
と
す
る
国
民
年

金
や
厚
生
年
金
な
ど
を
受
け
て
い
る

人
を
対
象
に
、
１
月
末
ま
で
に
日
本

年
金
機
構
か
ら
「
令
和
元
年
分
公
的

年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
が
送
付
さ

れ
ま
す
。
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す

る
際
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

紛
失
や
未
着
、
２
枚
以
上
必
要
な

場
合
は
守
口
年
金
事
務
所
で
再
交
付

の
申
請
が
必
要
で
す
。

※
市
役
所
で
は
発
行
不
可

※
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
な
ど
は
課

税
対
象
外
の
た
め
送
付
な
し

国
民
年
金
保
険
料
の
２
年
前
納

　

２
年
前
納
は
、
４
月
分
か
ら
２
年

分
の
国
民
年
金
保
険
料
を
ま
と
め
て

納
め
ら
れ
る
制
度
で
す
。
１
年
前
納

よ
り
も
保
険
料
の
割
引
が
多
く
、
納

め
忘
れ
も
な
く
な
り
ま
す
。
口
座
振

替
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
２

年
前
納
を
希
望
す
る
人
は
、
２
月
末

ま
で
に
口
座
振
替
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
納
付
申
出
書
を
守
口
年
金

事
務
所
ま
た
は
金
融
機
関
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
納
付
申
出
書
は
市
民
課
国
民
年
金

グ
ル
ー
プ
に
設
置

※
現
金
で
納
付
を
希
望
す
る
場
合
は

４
月
以
降
に
問
い
合
わ
せ

◆
２
年
前
納
の
社
会
保
険
料
控
除

　

２
年
前
納
で
納
め
た
国
民
年
金
保

険
料
を
所
得
か
ら
控
除
す
る
場
合
は
、

次
の
い
ず
れ
か
を
選
択
で
き
ま
す
。

◦
納
め
た
年
に
全
額
控
除

◦
各
年
分
の
保
険
料
に
相
当
す
る
額

を
各
年
で
控
除

口
座
振
替
な
ど
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

納
め
忘
れ
が
な
く
確
実
な
口
座
振

替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
が
便

利
で
す
。
特
に
、
口
座
振
替
は
割
引

が
あ
り
、
お
得
で
す
。

届
出
に
必
要
な
物

　

基
礎
年
金
番
号
の
確
認
で
き
る
物

（
年
金
手
帳
や
納
付
書
な
ど
）

◦
口
座
振
替
…
通
帳
、
届
出
印

◦
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
…
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
認
印

年
金
の
相
談
は

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
へ

　

相
談
の
際
は
基
礎
年
金
番
号
が
分

か
る
年
金
手
帳
や
年
金
証
書
を
ご
準

備
く
だ
さ
い
。

相
談
先　

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

①
☎
０
５
７
０（
０
５
）１
１
６
５

②
☎
０
３（
６
７
０
０
）１
１
６
５

※
０
５
０
で
始
ま
る
電
話
か
ら
か
け

る
場
合
は
②
へ

受
付
時
間

◦
月
曜
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７

時
◦
火
～
金
曜
日
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分

◦
第
２
土
曜
日
午
前
９
時
30
分
～
午

後
４
時

※
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
次
の
開

所
日
に
午
後
７
時
ま
で
受
付

国
民
健
康
保
険

短
期
被
保
険
者
証
を
更
新

　

２
月
１
日
㈯
か
ら
有
効
の
国
民
健

康
保
険
短
期
被
保
険
者
証
を
１
月
15

日
㈬
か
ら
保
険
収
納
課
窓
口
で
交
付

し
ま
す
。
業
務
時
間
内
に
来
庁
で
き

な
い
人
は
夜
間
交
付
窓
口
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

◆
夜
間
交
付
窓
口

と
き

　

１
月
28
日
㈫
～
31
日
㈮

　

午
後
５
時
30
分
～
７
時
30
分

持
ち
物

　

印
鑑
、
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免

資
産
（
事
業
用
の
機
械
、
器
具
、
備

品
）
を
持
つ
個
人
、
法
人
（
事
業
用

資
産
の
貸
し
付
け
も
含
む
）
は
、
２

年
１
月
１
日
現
在
の
資
産
状
況
の
申

告
が
必
要
で
す
。

申
込
期
限　

１
月
31
日
㈮

※
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
申
告
も
可

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

家
屋
の
種
類
（
用
途
）
を
変

更
し
た
場
合
は
変
更
登
記
を

　

事
務
所
、
店
舗
な
ど
で
使
用
し
て

い
た
家
屋
を
改
修
工
事
に
よ
り
住
宅

な
ど
に
変
更
す
る
な
ど
、
家
屋
の
種

類
（
用
途
）
を
変
更
し
た
場
合
は
、

法
務
局
で
建
物
表
題
部
変
更
登
記
を

し
て
く
だ
さ
い
。

※
事
情
に
よ
り
変
更
登
記
が
で
き
な

い
場
合
や
未
登
記
家
屋
の
場
合
は

問
い
合
わ
せ

申
込
・
問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
１
８

許
証
な
ど
）
、
短
期
被
保
険
者
証

問
合
先

　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
９

保
険
料
の
納
付
は

ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
が
便
利

　

保
険
収
納
課
で
は
、
金
融
機
関
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
保

険
料
の
口
座
振
替
手
続
き
が
簡
単
に

で
き
ま
す
。
保
険
料
の
納
付
に
は
、

便
利
で
安
心
・
安
全
な
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
先

　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
９
４

※
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く

問
合
先　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

　

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
人
は
、

全
額
免
除
、
一
部
免
除
（
４
分
の
３

免
除
、
半
額
免
除
、
４
分
の
１
免
除

）
、
納
付
猶
予
を
申
請
で
き
ま
す
。

離
職
し
た
人
に
は
特
例
に
よ
る
免
除

制
度
も
あ
り
ま
す
。

　

免
除
の
結
果
は
、
前
年
度
の
所
得

な
ど
で
国
が
審
査
し
決
定
し
ま
す
。

　

申
請
が
遅
れ
た
り
、
未
納
の
ま
ま

放
置
し
た
り
す
る
と
年
金
を
受
け
取

れ
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、

す
み
や
か
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
納
付
猶
予
の
対
象
は
50
歳
以
下
の

人
申
請
に
必
要
な
物

　

年
金
手
帳
、
印
鑑

※
離
職
し
た
人
は
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
、
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格

喪
失
確
認
通
知
書
、
雇
用
保
険
被

保
険
者
資
格
取
得
届
出
確
認
照
会

回
答
書
、
退
職
辞
令
な
ど
（
す
べ

て
コ
ピ
ー
可
）

※
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
委
任

状
と
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類

申
請
方
法

　

申
請
書
を
郵
送
ま
た
は
持
参

※
申
請
書
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

申
請
・
問
合
先

　

〒
５
７
０
︲
０
０
８
３

　

守
口
市
京
阪
本
通
２
︲
５
︲
５

　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
０
５

保

険

税

金

年

金
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